
ゾーン入口の対策
標識・標示の設置により、
ドライバーに対し、ゾーンの
入口を明示（　　部分）

ゾーン内の対策
最高速度 30キロメートル
毎時の区域規制の実施、路側
帯の設置・拡幅と中央線抹消、
物理的デバイス（ハンプ等）
の設置等による速度抑制や、
通行禁止等の交通規制の実施
による通過交通の抑制等

駅鈴タイプ ( 松阪市 )
道路標示（法定外）の設置

公安委員会の対策 公安委員会又は
道路管理者の対策

道路管理者の対策

区域規制標識の設置

最高速度規制の実施
路側帯の設置・拡幅と
中央線の抹消

狭柵の実施 ハンプ等の設置イメージ狭柵
（フィッシュボーンスラローム）

一般的例示

２．「ゾーン 30」における主な対策内容
　 ～対策のポイント～

　○ ゾーン内における走行速度の抑制
　○ 通過交通（抜け道としての通行）の抑制等

１．「ゾーン 30」とは
　 生活道路における歩行者等の安全な通行を確保
することを目的として、区域（ゾーン）を定めて
最高速度 30 キロメートル毎時の速度規制を実施
するとともに、その他の安全対策を必要に応じて
組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン
内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活
道路対策です。
　規制された区域内のすべての道路を、

速度30km/h以下   で走行しなければなりません。
「ゾーン30」区域…　　　
標識・路面標示の箇所…
※路面標示がない箇所もあります。

★何故、速度30km・・・なのか
　自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が
30km/hを超えると、歩行者の致死率（※）が急激に
上昇するからです。尚、速度を抑えていれば、すぐに
止まることができ危険にも対応しやすくなります。

※致死率…死傷者数に対する死者数の割合
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「ゾーン30」区域

②本町地区で平成30年7月中に、「ゾーン30」の規制が開始されますInformation

【自動車の速度と歩行者の致死率】

自動車の速度（km/h）
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